
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都立光明学園  

校長 田村 康二朗  

東京都世田谷区松原６-３８-２７  

電 話 ０３－３３２３－８４２１  

肢・病併置校 東京都立光明学園 学校通信防災特集号② 令和元年９月６日号  

【予告】宿泊防災訓練について（９／１３（金）１６時～９／１４（土）８時３０分） 

【裏面へ】 

 この研修を踏まえて９月１３日（金） 

以下のことに取り組みます。 

１ 防災体制班における初期対応の実践 

２ 班ごとの課題整理及び調整 

 今年度も宿泊防災訓練を実施いたします。宿泊を行う生徒は、Ｓ・Ｂ部門の中学部１年生ですが、本訓練を

通して、学校の災害対応力を高め、全児童・生徒の安全度を高めます。 

また、今年度、初めて医療的ケアのある生徒も保護者の方が付き添いのもと、参加します。【訓練５：参照】 

同日は、学校防災教育推進委員会の方にも御来校いただき、各種訓練の様子を参観の後、専門的な立場で助言を

いただき、今後に活かしていきます。 

   

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

訓練５ 

（医療的ケアに係る）災害物品利用訓練   

１６時35分から 

校内にある自家発電機（各階に設置）の作動状

況を、実際の医療的ケアの機器に接続して、動作

確認し、不測の事態に備えます。 

 

今年初めての試みです。避難所での生活を想

定して、医療的ケアのある児童・生徒のノウハウ

の蓄積の第一歩とします。 

訓練１  

メール等を活用した家庭との通信訓練 

日時：９月１３日（金）１７時頃、 

対象：全校の保護者・教職員 

 大規模災害では、ライフラインの休止も想定

することが大切です。 

訓練４ 

喫食・公衆衛生訓練  １８時から 

 東京都から配備されている非常災害用食糧を用い、

安全に喫食するための訓練です。水がない時のお皿の

利用の仕方等も想定し、衛生を意識して行動します。 

訓練３ 

避難所設営訓練  １７時から 

避難所を設営することを想定し、段ボール等で

場所の区分け等をします。 

簡易ベットや仮設トイレの設営も行います。 

訓練２ 

防災研修 １６：４０～１７：００ 

全校教職員が指定されている１１班に分かれ、班に求

められる役割の初期対応を行います。使用する物品を確

認し、作動する等実際の防災体制班で活動をします。 

7月の研修で、各班が再確認したことを実践する！ 

訓練です。 

 

「災害発生！対策本部に１週間の行動計画を提示！」 

訓練☆！  

御家庭でもぜひ！！  

□ 防災頭巾はありますか？ 

□ 非常・災害用薬はカバンに入っていますか？ 

□ 服薬内容の変更時、更新していますか？ 

 

 

 

 

 

例えば、複数の薬が１包化されている、服薬時間に注

意を要する等を明記するようお願いします。 

 

 

訓練内容紹介！ 

災害発生時は、防災体制の役割の中で、教職員が与薬

をする場合があります。 

日常とは異なる非常災害時ですので、担任とは限りま

せん。 

【裏面へ】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月２４日（水）、福島県立元郡山養護学校校長 渡邊世子先生 をお招きし、防災研修を行いました。 

渡邊先生御紹介：東日本大震災において東北 3 県の中で、肢体不自由校で唯一避難所になった学校で、当時校長先生

をされていました。直後から避難所を開設時、6月までの約3か月間にわたり避難所を運営しながら、同じ校舎内で学校

教育を再開の指揮も執るという稀有の御経験をされました。 

  

 第１部  渡邊先生の御講演及び田村校長との対談 

 テーマ 災害発生時における近隣の関係機関との関係の構築について 

 渡邊先生の御講演：次々に訪れる避難者の受け入れの様子、渉外関係の方法、自治方式による運営の仕方 等 

田村校長との対談：避難者のニーズに配慮をしながらの避難所運営、全体の奉仕者としての公務員の使命  等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

【報告】教職員が防災研修を受け、防災力を高めました（７／２４） 

 

 第２部   防災体制班ごとの話し合い及び発表 

 ミッション！ 

「災害発生！対策本部に１週間の行動計画を提示！①」 

 災害発生時は「学校危機管理計画」に則り、全教職 

員が防災体制を整え、１１班の役割を定めています。 

② 各班に求められている役割を再確認するともに、 

②実際の活動の時の諸課題について協議し、 

発表を通して、全校で共有しました。 

 
【都立光明学園における危機管理マニュアルより】 

防災体制班 役割 

１  「本部」 全体の掌握、各班の調整 

２ 「渉外全般班」 マスコミや寄付物資の対応 

３ 「情報班」 校内、校外の情報の発信と受信 

４ 「地域対応班」 避難者やボランティアの対応 

５ 「スクールバス支援班」 運行中のスクールバスの安全確保 

６ 「捜索班」 児童・生徒の捜索 

７ 「避難所設営班」 帰宅困難者支援ステーションの開設や避難所 

８ 「児童・生徒保護班」 児童生徒の体調把握、保育 

９ 「救急医療班」 けが等の救助、非常時の医療的ケアの体制確保 

１０「食糧班」 食事の安全な提供等 

１１「衛生班」 仮設トイレ、ゴミの処理等 

 

 ２学期からの二校舎併用開始に向けて、児童・生徒が登校する前の 8月 29日（木）全教職員による地震及び火

災を想定した避難訓練を実施しました。新しい教室環境からの避難や、西棟から一刻も早く外へ避難するための

経路の確認をしました。訓練の反省等を活かし、児童・生徒がいる状況での校外への避難訓練を計画的に行い、

安心・安全を高めていきます。 

避難者はニーズがさまざま。 
次々にやって来ることを想定して！ 

対外的な対応は窓口を一本化したほうがよいですよ！ 

医療的ケアの対応は日頃行って
いるので、対応に混乱はありませ
んでした。 
逆に地域で基礎疾患（糖尿病

等）の方や妊婦さんの対応が難し
かったです！ 

渡邊先生は、各班を巡回しながら具体
的な助言をしてくださいました！ 

３・１１時では、トイレは２４時間の対応が 

必要になりました！ 

【報告】 ８月避難訓練 （８／２９） 

 


